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↑プレゼン資料



いじめられる CDが盗まれる 当て逃げされる



いじめ防止対策推進法
第４条 児童等は、いじめを行っ

てはならない。

刑法
第２３５条 他人の財物を窃取し

た者は、窃盗の罪とし、１０年以

下の拘禁刑又は５０万円以下の罰

金の処する。

民法
第７０９条 故意又は過失によって

他人の権利又は法律上保護される利

益を侵害した者は、これによって生

じた損害を賠償する責任を負う。

（道路交通法の刑事責任も）





（同僚教員の言葉）



みなさんは、「法律」なんて言葉を聞いただけで、何かメンドクサソウだ

とか、かたくるしいというイメージをもっていませんか。

世間では、どうも「法律」についてのマイナス・イメージのほうが、先行

してしまっているようです。

日本では、残念ながら、多くの人が「法」に親しみを感じたり、

「いざというときに頼りになるもの」と感じていないのが実情です。

大学生の時に出会った一冊の本

副田隆重・浜村彰・棚村政行・武田万里子『ライフステージと法』有斐閣 1996 p.ⅱ



私たちの暮らしが平穏無事であるかぎり、「法」や「法律」などと関わり

をもっているなどと感じる人は多くありません。しかし、身の回りに何か

トラブルが起こると、人は「法」の知識でトラブルの悪化を防いだり、

「法」に頼ってトラブルを処理する必要があることを痛感することになり

ます。それまで遠い存在だった「法」は、じつは社会生活の中でとても

重要な働きをしていることに気づくのです。

大学生の時に出会った一冊の本

副田隆重・浜村彰・棚村政行・武田万里子『ライフステージと法』有斐閣 1996 p.ⅲ



国民一人ひとりが法や司法の役割を十分に認識した上で、

紛争に巻き込まれないように必要な備えを行い、仮に紛争に巻き込まれた

場合には法やルールにのっとった適正な解決を図るよう心がけ 、

さらには 自ら司法に能動的に参加していく心構えを身に付ける必要が

ある 。

法教育研究会『我が国における法教育の普及・発展を目指して

－新たな時代の自由かつ公正な社会の担い手をはぐくむためにー』2004 p.１



日本国憲法については勉強したけれど、

身近な法律については・・・？

学校教育の中で



憲法についてだけでなく、

身近な法律について教えることが大切では！

学校教育の中で



（同僚教員の言葉）



1960年代後半からアメリカで実践されている

law-related educationの訳語

「法律専門家ではない者を対象に、法全般、法形成過程、法制度と、それらがもとづい

ている原理と価値に関する知識と技能を提供する教育」

（法教育カリキュラムの例）

・身近な地域で作動する法や法的事象を学習するタイプ

・権威、プライバシー、責任、正義などの法的な概念を学習するタイプ

・模擬裁判などコミュニティ活動に参加するタイプ

日本社会科教育学会編『新版 社会科教育事典』ぎょうせい 2012 p.196



1990年代以降、アメリカの法教育の影響を受け日本でも法教育への関心が高まる

「法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を

理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育」

法教育研究会『我が国における法教育の普及・発展を目指して

－新たな時代の自由かつ公正な社会の担い手をはぐくむためにー』2004 p.1，3

（法教育においては）法律の条文や制度を知識として暗記するのではなく、法やルールの

背景に、どのような目的や価値があるのか、司法や裁判がどのような役割を担っているか

を自ら考えることを通じて学び、司法制度を正しく利用し、適切に参加する力を身に付け

ておかなければならない。 



令和元年度「小学校における法教育の実践状況に関する調査 調査報告書」

令和２年３月

法教育の内容（テーマ）や

授業の進め方が分からない

法教育に十分な時間をとる

余裕がない

法教育に関する良い教材

（副教材等）がない



どの教科、単元で法律を扱う？

学習指導要領上の位置付けは？



「小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 総則編」付録６

法に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）



社会科

〔第３学年〕

地域の安全を守る働き（警察・消防）の学習における

社会生活を営む上で大切な法やきまり

〔第４学年〕

人々の健康や生活環境を支える事業（例：水道・ごみ）の学習における

社会生活を営む上で大切な法やきまり

〔第６学年〕

我が国の政治の働きの学習における

日本国憲法、立法、行政、司法の三権、国会、内閣、裁判所と国民との関わり

政策の内容や計画から実施までの過程、法令や予算との関わり



家庭科

〔第５学年及び第６学年〕

物や金銭の使い方と買い物の学習における

売買契約の基礎



特別の教科 道徳

＜規則の尊重＞

〔第１学年及び第２学年〕

約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にすること

〔第３学年及び第４学年〕

約束や社会のきまりの意義を理解し、それらを守ること

〔第５学年及び第６学年〕

法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り、自他の権利を大切にし、

義務を果たすこと



特別活動

〔学級活動〕

＜学級や学校における生活上の諸問題の解決＞

学級や学校における生活をよりよくするための課題を見いだし、

解決するために話し合い、合意形成を図り、実践すること

（指導に当たっての配慮）

〔第１学年及び第２学年〕

基本的な生活習慣や、約束やきまりを守ることの大切さを理解して行動し、

生活をよくするための目標を決めて実行すること。



・だれもが使いやすいまちに

・国のあり方を示す日本国憲法

・学習問題をつくり、調べる計画を立てよう

・国の主人公はわたしたち国民（国民主権）

・すべての人が幸せに生きるために（基本的人権の尊重）

・平和を守る（平和主義）

・国会のはたらき

・内閣のはたらき

・裁判所のはたらき

・税金のはたらき

・学習問題を確かめよう

実践例 第６学年社会 憲法とわたしたちの暮らし

教育出版「小学社会 ６」（令和２年度用）



・すべての人が幸せに生きるために（基本的人権の尊重）

日本国憲法に定められている国民の権利と義務

居住・移転、職業を選ぶ自由 税金を納める義務

法の下の平等 働く義務

政治に参加する権利 子供に教育を受けさせる義務

信教・学問・思想の自由

健康で文化的な生活を送る権利

働く権利

裁判を受ける権利

団結する権利

言論・出版の自由

教育を受ける権利

実践例 第６学年社会 憲法とわたしたちの暮らし

弁護士をゲストティーチャーに招き、権利や

義務の具体例について話をしていただく。



・すべての人が幸せに生きるために（基本的人権の尊重）

裁判を受ける権利

実践例 第６学年社会 憲法とわたしたちの暮らし

悪いことをした人をどうして

弁護するのですか。

本当に悪いことをしたのかどうか。したの

だとすれば、なぜか。どんな刑罰を受ける

か。裁判を受ける権利を守る仕事です。



・すべての人が幸せに生きるために（基本的人権の尊重）

裁判を受ける権利

実践例 第６学年社会 憲法とわたしたちの暮らし

けんかになったときに、理由を聞

いてもらえなくて悲しかったな。

弁護士さんのような人がいれば、

気持ちを話せたかも知れないな。

その通りです。
きみが感じていること
が、弁護士が必要な
理由だと思いますよ。



実践例 第６学年社会 憲法とわたしたちの暮らし

・だれもが使いやすいまちに

・国のあり方を示す日本国憲法

・学習問題をつくり、調べる計画を立てよう

・国の主人公はわたしたち国民（国民主権）

・すべての人が幸せに生きるために（基本的人権の尊重）

・平和を守る（平和主義）

・国会のはたらき

・内閣のはたらき

・裁判所のはたらき

・税金のはたらき

・学習問題を確かめよう
教育出版「小学社会 ６」（令和２年度用）



・裁判所のはたらき

法務省の法教育教材「もぎさい」

教師用説明資料

学習指導案

ワークシート

シナリオ教材

証拠資料

スライド資料用データ

実践例 第６学年社会 憲法とわたしたちの暮らし

教員だけでも

１時間の模擬裁判授業を実施できる！



実践例 第６学年社会 憲法とわたしたちの暮らし

これらの授業を通して・・・

・憲法に書かれていることの具体例が分かる。

・（刑事）裁判についてのイメージがもてる。

・裁判員制度に関心がもてる。

・弁護士に自分の考えを価値付けてもらえる。



・警察の仕事

交通安全にかかわる法やきまり

・消防の仕事

消防にかかわる法やきまり

実践例 第３学年社会 社会生活を営む上で大切な法やきまり



・ごみの処理と再利用

ごみ収集やリサイクルにかかわる法やきまり

実践例 第４学年社会 社会生活を営む上で大切な法やきまり

東村山市ホームページより引用



実践例 第３・４学年社会 社会生活を営む上で大切な法やきまり

これらの授業を通して・・・

・「法やきまりがなかったら？」と考えることで、法やきまり

が社会生活に欠かせないものであることが分かる。

・自分たちの暮らしを守るために、法やきまりが

必要なことが分かる。

・身の回りに法やきまりがたくさんあることが分かる。



２年生の子供からの相談

「クラスボールで遊びたいのに、

いつも決まった子が使っていて使えません。」

子供の声から



子「休み時間になると、いつもA君たちがボールを

持って行ってしまい、私たちが使えません。」

先「一緒に遊んだらどう？」

子「A君たちはドッジボールをしていますが、私たちは

ちがう遊びがしたいんです。」

先「では、クラスボールの使い方を話し合って決めたら

どうかな？」

実践例 第２学年特別活動 クラスボールの使い方



子「クラスボールを使える日を男女で、曜日ごとに分けて

決めたらどう？」

子「男女で分けるより、月曜日はドッジボール、火曜日は

ボール鬼のように遊び方で分けたらどう？」

子「それだと、ドッジボールをやれる日が少なくなるよ。」

子「でも、ボールを使いたい人はたくさんいるのだから

我慢もしないと。」

・

・

・

実践例 第２学年特別活動 クラスボールの使い方



こうした話合いを繰り返し経験していくと・・・

子「うちのクラスは、何かもめごとがあると

いつも話し合って決めるよね。」

実践例 第２学年特別活動 クラスボールの使い方



５月のある日

５年生の子供が日記に書いていた言葉

「憲法には法の下の平等が定められているのに、

どうしていじめが起こるのですか？」

子供の声から



学年内でいじめが発生し、対応に苦慮・・・

教師の指導を繰り返してもなかなか解決が難しい・・・

「弁護士によるいじめ予防授業」というものがあるらしい。

インターネットから、ある弁護士会の「いじめ予防授業」を申込み

弁護士さんと打ち合わせをして実施

・弁護士は事件として様々な事例のいじめを扱う

・心の中にはコップがある

・辛いことがたまりすぎるとあふれてしまう、そうなると・・・

・いじめを止めるために、傍観者として何ができるか考える

実践例 第５学年 いじめ予防授業



授業後の感想

・今まで「いじめはいけない」としか知らなくて、その理由が分かっていません

でしたがよく分かりました。いじめを無くすためには、そのいじめの現場を

見ている人が、いじめられている人に協力してあげなくてはならないことも分

かりました。

・いじめは、いじめられた人の幸せに生きる権利と時には命をもとってしまう

恐ろしいことだと分かりました。

・いじめをなくす怖さをなくしてくれてありがとうございました。

・「この授業がある」と聞いてとても嬉しくなりました。

実践例 第５学年 いじめ予防授業



学校現場における

法教育の意義とは？



私の考える学校現場における法教育の意義

・法やきまりを身近に感じられるようになる。

・法やきまりが社会の中で果たしている役割について考えるようになる。

・法やきまりに基づいてものごとを考え、争いを回避したり、必要な時には

司法制度を利用して権利を実現したり回復したりしようと考えるようになる。

・弁護士や裁判官など、法にかかわる仕事（人）に興味をもつようになる。

など



法教育の充実に向けて

必要なことは？



・何を目指して、どの場面で、どのような指導をするか

→教員の（子供に関わる人の）法教育マインドの充実

・誰もが利用できる教材の開発と普及

→教材・指導法の充実

・法律実務家が授業に参加する体制づくり

→参加・支援体制の充実



ご参加の皆様が

目の前の子供たちに必要な法教育を考え、

実践されることを願っております。

ご清聴、ありがとうございました。
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